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8. 小児がん対策の充実
【具体的な取組】

◆行政
・県は、県民に対して小児がんに関する情報提供を行う。

◆医療機関
・小児がん診療を行う医療機関は、小児がん患者またはその家族に、適切な
情報提供を行う。
・小児がん拠点病院（九州大学病院）と小児がん診療病院（県内では、九州が
んセンター、 産業医科大学、久留米大学病院、福岡大学病院）は、連携し
て診療を行う。
・小児がん拠点病院・小児がん診療病院は、地域の医療機関（小児連携病
院）と連携し、九州・沖縄地域小児がん医療提供体制協議会に基づいて、県
内における小児がん医療連携体制を構築する。
・小児がん拠点病院と拠点病院は、相互の連携を図る。

◆関係団体
・医師会、歯科医師会、薬剤師会は、各会員医療機関に対し、小児がん医療
について情報提供を行う。
・医師会、看護協会等は、小児がんに関する研修会を開催し、医療従事者の
質の向上に努める。

◆県民
・小児がんに関する正しい情報を知る。
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